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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】製造コストを上げずに、上又は下どちらかでも
パンフレット類類を収納できるファイリング用具を提供
する。
【解決手段】紙製又は樹脂製の本体シート１１の片面に
ポケットを形成したファイリング用具１において、本体
シート１１の片面に前記本体シート１１と同形状である
紙製又は樹脂製のポケットシート１２，１３を積層し、
本体シート１１及びポケットシート１２を周縁で接合す
る。さらに、ポケットシート１２の上下中間位置に左右
に延びる切れ込み１３を設けて、前記切れ込み１３を挟
んだ上下一対のポケット１２１，１２２を形成してファ
イリング用具１を形成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
紙製又は樹脂製の本体シートの片面又は両面にポケットを形成したファイリング用具にお
いて、
本体シートの片面又は両面に前記本体シートと同形状である紙製又は樹脂製のポケットシ
ートを積層し、本体シート及びポケットシートを周縁で接合すると共に、ポケットシート
の上下中間位置に左右に延びる切れ込みを設けて、前記切れ込みを挟んだ上下一対のポケ
ットを形成したことを特徴とするファイリング用具。
【請求項２】
二つ折り以上に折り畳める前記本体シートの内側又は外側の一方又は双方にポケットを形
成したファイリング用具において、
本体シートの内側又は外側の一方又は双方に本体シートと同形状である紙製又は樹脂製の
ポケットシートを積層し、本体シート及びポケットシートを周縁で接合すると共に、ポケ
ットシートの上下中間位置に左右に延びる切れ込みを設けて、前記切れ込みを挟んだ上下
一対のポケットを形成したことを特徴とするファイリング用具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、パンフレット類を収納するポケットを有するファイリング用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙製又は樹脂製の本体シートの片面又は両面や、二つ折り以上に折り畳める前記本体シ
ートの内側又は外側の一方又は双方に、本体シートより小さい別体の紙製又は樹脂製のポ
ケットシートや折り返した本体シートを、ポケット形状に縁部を固定してポケットを形成
したファイリング用具は、前記ポケットにパンフレット類（例えば商品案内又は説明用の
冊子等）を収納して利用される。こうしたファイリング用具は、安価かつ取り扱いが簡便
なことから多用されている（特許文献１及び特許文献２）。
【０００３】
　特許文献１は、折り畳み自在とした紙製の本体シート（紙化粧表紙）の内側に、２枚以
上の紙製のポケットシートを複数枚重ねてそれぞれ縁部を固定することにより、複数のポ
ケットを形成したファリング用具（健康、生活ファイル）を開示する（特許文献１・［請
求項１］）。ポケットは、それぞれマチ付きであり、前記マチの深さを変えて、それぞれ
にパンフレット類を収納できるようにしている。
【０００４】
　特許文献２は、折り畳める紙製又は樹脂製の本体シート（合成樹脂製材、特許文献２・
［請求項８］）の内側又は外側の少なくとも一方にポケット（ポケット状の保管部）を形
成するファイリング用具（介護保険用収納ファイル）を開示する（特許文献２・［請求項
１］）。ポケットを形成する素材は100μm以上の厚みとし、ホットスタンピング（箔押し
）することを明示している（特許文献２・［請求項10］）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】登録実用新案第3140098号公報
【特許文献２】登録実用新案第3071887号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のファイリング用具は、形成されたポケットに対してパンフレット類を収納する方
向が決まっていた。例えば二つ折りの紙製又は樹脂製の本体シートからなるファイリング
用具において、開いた本体シートの左内側にポケットを設け、前記ポケットに左上から左
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下に向けてパンフレット類を収納させる場合、前記ポケットに左下から左上に向けてパン
フレット類を収納させることはできず、ポケットを開いた本体シートの右内側に持ってく
ると、ポケットが逆さになり、パンフレット類を収納させることができなかった。
【０００７】
　こうしたことから、左内側にポケットを形成したファイリング用具と右内側にポケット
を形成したファイリング用具とが必要であれば、それぞれ別に用意しなければならなかっ
た。これでは、大量生産による安価になるファイリング用具の経済性が損なわれるし、利
用者は左右内側のどちらにポケットがあるかを判別して利用しなければならず、ファイリ
ング用具の利便性も損なわれてしまう。そこで、製造コストを上げずに、上又は下どちら
からでもパンフレット類を収納できるファイリング用具を提供するため、検討した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　検討の結果考案したものが、紙製又は樹脂製の本体シートの片面又は両面にポケットを
形成したファイリング用具において、本体シートの片面又は両面に前記本体シートと同形
状である紙製又は樹脂製のポケットシートを積層し、本体シート及びポケットシートを周
縁で接合すると共に、ポケットシートの上下中間位置に左右に延びる切れ込みを設けて、
前記切れ込みを挟んだ上下一対のポケットを形成したことを特徴とするファイリング用具
である。
【０００９】
　「ポケットシートの上下中間位置に左右に延びる切れ込みを設け」るとは、ポケットシ
ートの上端又は下端以外であればどの位置でもよく、全体として左右方向に延在する切れ
込みを設けることを意味する。これから、切れ込みは、全体が真っすぐに左右方向に延び
る単なる直線のほか、全体として左右方向に延びると見ることのできる曲線や波線でもよ
く、また一定の幅でベルト状にポケットシートの一部を切除した構成でもよい。本体シー
ト及びポケットシートが縦長の長方形であれば、切れ込みはポケットシートを短辺方向に
延びる。切れ込みの長さは、短辺方向に横断する長さが好ましいが、短辺より短くても構
わない。
【００１０】
　紙製又は樹脂製の本体シートの片面又は両面にポケットを形成したファイリング用具の
前記本体シート及びポケットシートが縦長の長方形で、本体シートに積層するポケットシ
ートが別体であれば、４辺を接合する。また、本体シートを折り返した半分をポケットシ
ートとした場合、折り返し縁を除く３辺を接合する。この場合、本体シートとポケットシ
ートとは同素材となる。このほか、樹脂製の筒体を平坦化して、重なる一方を本体シート
、残る他方をポケットシートとして、開放された２辺を接合する。
【００１１】
　また、二つ折り以上に折り畳める前記本体シートの内側又は外側の一方又は双方にポケ
ットを形成したファイリング用具において、本体シートの内側又は外側の一方又は双方に
本体シートと同形状である紙製又は樹脂製のポケットシートを積層し、本体シート及びポ
ケットシートを周縁で接合すると共に、ポケットシートの上下中間位置に左右に延びる切
れ込みを設けて、前記切れ込みを挟んだ上下一対のポケットを形成したことを特徴とする
ファイリング用具もできる。本体シート及びポケットシートが横長の長方形であれば、切
れ込みはポケットシートを長辺方向に延び、折り畳み縁を接合して分断される。切れ込み
の長さは、長辺方向に横断する長さが好ましいが、長辺より短くても構わない。
【００１２】
　二つ折り以上に折り畳める前記本体シートの内側又は外側の一方又は双方にポケットを
形成したファイリング用具の本体シート及びポケットシートが横長の長方形で、本体シー
トに積層するポケットシートが別体であれば、４辺及び折り畳み縁を接合する。また、本
体シートを折り返した半分をポケットシートとした場合、折り返し縁を除く３辺及び折り
畳み縁を接合する。この場合、本体シートとポケットシートとは同素材となる。このほか
、樹脂製の筒体を平坦化して、重なる一方を本体シート、残る他方をポケットシートとし
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て、開放された２辺及び折り畳み縁を接合する。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案により、ファイリング用具の向きに関係なく、上下一対のポケットいずれかに上
又は下どちらかでもパンフレット類を収納できるようになり、ファイリング用具としての
利便性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案を適用した折り畳みのないファイリング用具の斜視図である。
【図２】折り畳みのないファイリング用具の分解斜視図である。
【図３】折り畳みのないファイリング用具を上下逆にした状態を表す斜視図である。
【図４】折り畳みのないファイリング用具の別例を表す斜視図である。
【図５】本考案を適用した二つ折りのファイリング用具の斜視図である。
【図６】二つ折りのファイリング用具を上下逆にした状態を表す斜視図である。
【図７】二つ折りのファイリング用具の別例を表す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　本考案を実施するための形態について図を参照しながら説明する。本考案は、例えば図
１～図３に見られるように、折り畳みのないファイリング用具１に適用できる。本例のフ
ァイリング用具１は、Ａ４サイズのパンフレット類３より一回り大きな樹脂製の本体シー
ト11の片面に前記本体シート11（図１及び図３中、図示の便宜上、ファイリング用具１の
側縁を指して符号を付している）と同形状である樹脂製のポケットシート12を積層してそ
れぞれの周縁を融着ライン14で接合し、ポケットシートの上下中間位置に切れ込み13を設
け、切れ込み13を挟んだ上下一対のポケット121,122を形成している。
【００１６】
　本例のファイリング用具１は、ポケットシート12の高さ（図１中上下長さ）を４：６に
分けた位置に直線状の切れ込み13を設け、内部が相対的に浅い上のポケット121と、内部
が相対的に深い下のポケット122とを上下一対で形成している。本例の切れ込み13は、ポ
ケットシート12を横断する長さで、両端が本体シート11及びポケットシート12を周縁で接
合する融着ライン14により封止されている。各図では、下のポケット122にハッチングを
付して、上のポケット121と区別している。このほか、本例のファイリング用具１は、長
辺の一方に沿ってバインダー孔15を設けている。
【００１７】
　本例のファイリング用具１において、バインダー孔15を左に並べたとき、パンフレット
類３は、図１に見られるように、上のポケット121の外側に宛てがい、切れ込み13から下
のポケット122の内側に差し込み、下のポケット122に下半分を収納する。ここで、ファイ
リング用具１を上下逆にしてバインダー孔15を右に並べると、パンフレット類３は、図３
に見られるように、下のポケット122の外側に宛てがい、切れ込み13から上のポケット121
の内側に差し込み、上のポケット121に下半分を収納する。このように、バインダー孔15
の並びに関係なく、パンフレット類３は同じ向き、すなわち上から下に向けて各ポケット
121,122に収納できる。
【００１８】
　本考案のファイリング用具１は、紙製又は樹脂製の本体シート11とポケットシート12か
ら構成されているため、バインダー孔15のように、容易に加工できるため、本例のバイン
ダー孔15を設けた構成のほか、例えば図４に見られるように、短辺の一方又は双方に吊り
下げ孔17を設けて、パンフレット類３を収納した状態でフック４に吊り下げることもでき
る。後述のように（図５及び図６参照）、パンフレット類３は、上のポケット121及び下
のポケット122双方に差し込んで収納すれば、ファイリング用具１を吊り下げて使用して
も、パンフレット類３がファイリング用具１から落ちる虞をなくすことができる。また、
パンフレット類３を収納した状態で切れ込み13を塞げば、フィアリング用具１をパンフレ
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ット類３の封筒として利用できる。この場合、切れ込み13に対して開閉自在なフラップを
付加するとよい。
【００１９】
　本例のファイリング用具１は、本体シート11及びポケットシート12が縦長の長方形で、
本体シート11に積層するポケットシート12が別体であれば、それぞれのロールから繰り出
された本体シート11とポケットシート12とを繰出方向に重ねて側縁を融着（熱融着や超音
波融着）して繰出方向に延びる袋体を形成し、本体シート11とポケットシート12とを一体
に繰出方向に分断すると同時に分断縁を融着して四方が閉じた袋体を形成した後、ポケッ
トシート12のみに切れ込み13を設けて上のポケット121及び下のポケット122を形成する手
順で製造することができる。
【００２０】
　上記製造手順において、ロールから繰り出されたポケットシート12は、同じくロールか
ら繰り出された本体シート11に重ねる前に切れ込み13を設けてもよいし、本体シート11に
重ねた後、側縁を融着すると同時に切れ込み13を設けてもよい。また、予めファイリング
用具１の大きさに形成された本体シート11とポケットシート12とを重ねて周縁を融着し、
切れ込み13を設けてもよい。本体シート11又はポケットシート12は、着色された不織布や
紙を樹脂フィルムでラミネートして構成してもよい。本体シート11やポケットシート12が
紙製の場合、側縁又は周縁は融着でなく、接着となる。
【００２１】
　二つ折りのファイリング用具２は、図５及び図６に見られるように、Ａ４サイズのパン
フレット類３の２枚分より一回り大きく、左右中間で二つ折りする樹脂製の本体シート21
の内側に、前記本体シート21と同形状である樹脂製のポケットシート22を積層してそれぞ
れの周縁を融着ライン27で接合し、ポケットシート22の上下中間位置にベルト状の切れ込
み26を設け、前記切れ込み26を挟んだ上下一対のポケット221,222,223,224を内側左右に
計４個形成している。
【００２２】
　本例のファイリング用具２は、ポケットシート22の高さ（図１中上下長さ）を４：６に
分けた位置に左右方向に延在する上下に幅のある切れ込み26、すなわちベルト状の切れ込
み26を設け、内部が相対的に浅い左内側上のポケット221及び右内側上のポケット223と、
内部が相対的に深い左内側下のポケット222及び右内側下のポケット224とを上下一対で、
内側左右それぞれに形成している。本例のファイリング用具２は、折り畳み縁に沿って融
着ライン24を設け、左右のポケット221,223（222,224）を分離している。各図では、左内
側下のポケット222及び右内側下のポケット224にハッチングを付して、左内側上のポケッ
ト221及び右内側上のポケット223と区別している。
【００２３】
　本例のファイリング用具２を開いて左内側下のポケット222及び右内側下のポケット224
を下にしたとき、パンフレット類３は、図５に見られるように、左内側上のポケット221
の外側に宛てがい、切れ込み26から左内側下のポケット222の内側に差し込み、下半分を
収納する。パンフレット類３は、例えば右内側下のポケット224に下半分を差し込んだ後
、更に右内側上のポケット223に上半分を差し込んで、上下がそれぞれ右内側上のポケッ
ト223及び右内側下のポケット224に押さえ込まれた格好で、ファイリング用具２に収納さ
せることもできる。本例のファイリング用具２は、切れ込み23がベルト状で広幅なので、
右内側下のポケット224に下半分を差し込んだパンフレット類３の上半分を右内側上のポ
ケット223に差し込みやすい。
【００２４】
　本例のファイリング用具２も本考案を適用しているので、上下逆にしても、上述同様パ
ンフレット類３を収納できる。すなわち、左内側上のポケット221及び右内側上のポケッ
ト223を下にしたとき、パンフレット類３は、図６に見られるように、右内側下のポケッ
ト224の外側に宛てがい、切れ込み26から右内側上のポケット223の内側に差し込み、下半
分を収納できる。このように、ファイルング用具２の上下を問わず、パンフレット類３は
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【００２５】
　ファイリング用具２は、図７に見られるように、本考案を適用して両面にポケット223,
224（裏面は図示の便宜上図略）を形成した中間シート25や、例えば従来様の中間シート2
6をポケットシート22の内側に接合して、冊子のように構成できる。この場合でも、ファ
イルング用具２の上下を問わず、パンフレット類３（図５又は図6参照）を同じ向き、す
なわち上から下に向けて中間シート28それぞれの各ポケット221,222,223,224に収納でき
る。このように、本考案は、ファイリング用具２の上下の区別をなくし、利便性を高める
効果を有する。
【符号の説明】
【００２６】
　１　フィアリング用具
　11　本体シート
　12　ポケットシート
　121　上のポケット
　122　下のポケット
　13　切れ込み
　14　融着ライン
　２　ファイリング用具
　21　本体シート
　22　ポケットシート
　221　左内側上のポケット
　222　左内側下のポケット
　223　右内側上のポケット
　224　右内側下のポケット
　23　切れ込み
　24　融着ライン
　３　パンフレット類
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